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が
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今月の庭風景

豆
知
識

ぜ
い
き
ん

いちかわよりTeam

【所長のメッセージ】
来月７月は、社会保険
料・労働保険料の申告
があります。只今、猛
勉強中です。よろしく
お願いします!

2018年6月11日

参
議
院
で
審
議
中

梅
雨
の
語
源
に
は
、
梅
の
実
が
熟
す

頃
に
降
る
雨
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
ス
ー
パ
ー
の
店

頭
に
青
梅
が
売
ら
れ
ま
す
。

梅
仕
事
と
は
、
そ
の
年
に
収
穫
し
た

梅
を
使
っ
て
、
梅
干
し
や
梅
酒
な
ど
を

作
る
こ
と
。
初
め
て
で
も
作
り
や
す
い

梅
シ
ロ
ッ
プ
が
お
ス
ス
メ
で
す
。
梅
と

氷
砂
糖
を
同
量
用
意
し
て
、
ガ
ラ
ス
容

器
に
入
れ
て
お
く
だ
け
。

梅
の
エ
キ
ス
が

上
が
っ
て
き
て

か
ら
一
月
程

で
完
成
で
す
。

事務所までの道のりで。

HPでは税務に関する情報や、事務所の活動・日常の
レポートを掲載しております。http://0463545366.com/

●個人の道府県民税

及び市町村民税の納付

●所得税の予定納税額の通知

●４月決算法人の確定申告

●１・４・７・10月決算法人の３月ごとの

期間短縮に係る確定申告

●法人・個人事業者の１月ごとの

期間短縮に係る確定申告

●10月決算法人の中間申告（半期分）、など

6月の主な税務

第71回カンヌ国際映画賞で最
高賞のパルムドールを受賞し
た『万引き家族』。貧困といっ
た現代社会の闇をテーマに、
人の絆を表現した是枝監督の
作品です。日々お金に接して
いますが、その価値観の表裏
について考えさせられました。

「

」

時間外労働の上限を年720時間、月100
時間、2～6カ月の平均80時間に設定

有給休暇が年10日以上ある労働者につ
いて、うち5日の取得を企業に義務付け

終業と始業の間に一定の休息時間を確
保する勤務時間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ制度の普及促
進に努める

残業時間が月60時間を超えた場合にか
かる50％の割増賃金率について、現在中
小企業に適用している猶予措置を廃止

従業員の健康管理に必要な情報の提供
を企業に義務付け

正社員と非正規労働者の待遇
に不合理な差をつける事を禁止

高収入・専門知識を持つ労働者は
同意を条件に労働時間規制から外す

企画業務型裁量労働制の対象業務に「課
題解決型の開発提案業務」などを追加

「働き方改革」関連法案の概要

削 除

長
時
間
労
働
の
是
正
を
名
目

と
し
た
働
き
方
改
革
法
案
が
衆

院
を
通
過
し
、
参
議
院
で
審
議

さ
れ
て
い
ま
す
。

法
案
は
、
残
業
時
間
の
上
限
を

月
１
０
０
時
間
と
す
る
罰
則
付
き

規
制
の
導
入
や
、
高
収
入
の
専

門
職
を
労
働
時
間
規
制
か
ら
除

外
す
る
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
制
度
が
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実

現
に
向
け
て
、
正
社
員
と
非
正
規

あS

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
年
金
で

す
が
、
一
定
の
額
以
上
を
受
取
る
と

所
得
税
が
か
か
り
ま
す
。

年
金
の
額
が
65
歳
未
満
で
１
０
８

万
円
、
65
歳
以
上
で
１
５
８
万
円
以

上
の
人
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

扶
養
親
族
等
申
請
書
が
届
き
ま
す
。

提
出
し
な
い
と
、
基
礎
控
除
や
配
偶

者
控
除
、
公
的
年
金
等
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。
税
率
も
約
５
％
か
ら

約
10
％
に
な
り
ま
す
。

提
出
し
忘
れ
た
場
合
は
、
確
定
申

告
で
税
金
を
取
り
戻
せ
ま
す
の
で
、

必
ず
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

S

＜発行元＞

平成30年6月号

S

労
働
者
の
不
合
理
な
待
遇
の

差
を
禁
止
す
る
ほ
か
、
労
働
者

の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
、
労

働
時
間
を
客
観
的
に
把
握
す

る
よ
う
全
て
の
企
業
に
義
務
づ

け
て
い
ま
す
。
一
方
、
企
画
業

務
型
裁
量
制
は
諸
問
題
が
あ

り
削
除
さ
れ
ま
し
た
。

よ
り
良
い
働
き
方
の
実
現
に

つ
な
が
る
の
か
、

注
目
し
ま

し
ょ
う
。

Topics

かつては秋に行われるのが当たり前だった運動会。
この頃は春～初夏の行事になってきています。これ
にはいくつかの理由があります。調べてみると関東
から西の地域では、熱中症対策が一番多く、次いで
多かったのが秋は学校行事が目白押しだからです。
学校行事を年間に渡って均等に配分した
結果、運動会は秋から春へ移動したと
いう事ですね。

元気な子ども達の運動会風景

今月の<気になる! ? >

お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
な
ど

に
お
小
遣
い
を
あ
げ
る
機
会
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
小
遣
い
は
た
だ
で
あ
げ
る

お
金
で
す
か
ら
、
原
則
は
贈
与

税
の
対
象
で
す
。
一
方
、
課
税
さ

れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

❶
年
間
１
１
０
万
円
ま
で
は
贈

与
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し

１
人
か
ら
１
１
０
万
円
で
は
な
く

全
員
の
合
計
額
で
す
。
ま
た
10

年
間
で
分
け
て
贈
与
し
た
場
合

は
、
初
年
度
に
さ
か
の
ぼ
り
合

計
額
に
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

ま
た
❷
夫
婦
・
親
子
の
間
で
の

生
活
費
や
教
育
費
に
も
贈
与
税

は
か
か
り
ま
せ
ん
。
仕
送
り
に
つ

い
て
も
、
生
活
費
と
い
う
こ
と
で

対
象
外
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

高
額
の
場
合
は
、
贈
与
税
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

☆
次
回
は
車
と
税
の
ギ
モ
ン
。

♬


